
■融資対象者 中小漁業者

■融資限度額 ３，０００万円

■資 金 使 途 漁業経営に必要な運転資金

■借 入 利 息 ２. ４５％（変動）＊７月2１日現在

■保 証 料 率 ０. ４％

■償 還 期 限 ５年以内（うち据置１年以内）

■担 保 原則不要

■保 証 人 １，２５０万円までは原則不要

■受 付 期 間 平成２３年３月１０日まで



Ｑ１.資金の貸付対象は？

Ｑ２.借入利息は？

Ｑ５.借りられる金融機関は？

Ｑ６.申し込みはいつまでにすればいいのか？

以下のいずれかの要件を満たす中小漁業者が貸付対象となります。

平成２２年度は２.４５％です。

借入利息は４月１日の近代化資金の基準金利（H22.4.1現在：２．９５％）から

０.５％を差し引いた利率で１年間適用されます（毎年４月１日に金利が見直され

ることとなります）。

高知県信用漁業協同組合連合会、銀行および信用金庫です。なお、各金融機関の

窓口でご確認ください。

受付は平成２３年３月１０日までとなっていますので、申請は２月中にお願いし

ます。今年度限りの資金ですので、お早めにご活用お願いします。

■高知県水産政策課 ０８８－８２１－４６０５

■高知県漁業信用基金協会 ０８８－８７３－７６９３

■高知県信漁連 ０８８－８２３－２２５１

その他、最寄りの漁協・金融機関へご相談ください

①直近漁期の漁獲金額が前年同期に比べて３％以上減少している

②燃油、飼料、原材料等のうち支出に占める割合が１０％以上であるものの価格が

前年同期に比べて１０％以上上昇しているにもかかわらず、魚価等に転嫁されて

いないこと

③直近漁期の利益率が前年同期に比べて３％以上低下していること

④直近３ヶ月間の販売利益率が前年同期に比べて３％以上低下していること

※借受けの際には上記要件が満たされることを確認できる書類の提出が必要です。

Ｑ３.担保・保証人は？

Ｑ４.保証料は？

担保は必要ありませんが、１,２５０万円を超える貸付の場合は、保証人が必要

となります。なお、漁業信用基金協会もしくは金融機関でご相談ください。

保証料は０.４％です。国および県からの保証料助成により、通常の資金より低

い保証料となっています。


